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第1章行動計画の策定にあたって

1　計画策定の趣旨

　子どもは社会の活力ともいえる宝であり、未来への希望であります。しかし近年、わが国

では年々出生率が減少し、急速に少子高齢化が進行している状況にあります。

　平成14年1月に国立社会保障・人口問題研究所から発表された「日本の将来推計人口」に

よれば、従来、少子化の主な要因と考えられていた晩婚化、非婚化に加え、「夫婦の出生力そ

のものの低下」という新しい現象が確認されました。さらに平成17年には国の総人口が初め

て減少に転じ、出生数が106万人及び合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に産む平均の

子どもの人数の指数）が1．26と、ともに過去最低を記録するという予想以上の少子化進行が

見られる状況となっています。

　少子化の進行は、過疎化や高齢化をさらに進行させ、子どもの健全な成長への影響が懸念

されます。また、労働人口の減少となって経済成長を制約し、社会保障では現役世代の負担

増加となるなど、我が国の社会経済全体に極めて深刻な影響を及ぼします。そこで、国では

少子化の流れを変えるため、従来の少子化対策をさらに進め、平成15年7月に「少子化社会

対策基本法」や「次世代育成支援対策推進法」を制定、その後も平成19年12．月の「子ども

と家族を応援する日本」重点戦略の取りまとめ、平成20年2月の新待機児童ゼロ作戦等の施

策によって、国を挙げて総合的な取り組みが推進されています。

　本市においても、平成17年3，月に次世代育成支援対策推進行動計画の前期計画を策定し、

子育て支援対策の充実に取り組んできましたが、この計画が平成21年度をもって終了いたし

ます。

　そのため、前述の法律や関係法令・施策等の趣旨を踏まえ、前期計画を検証し、市民の皆

さんと一緒になって、地域全体で子どもと子育てを支援していく後期計画を新たに策定する

ものです。

2　計画の位置づけ

　この計画は、「北広島市総合計画（計画期間：平成13年度～平成22年度（2001～2010）」

や次期総合計画をはじめとして、「北広島市地域福祉計画」、「北広島市障がい者福祉計画」、

「北広島市健康づくり計画・健康きたひろ21」（3計画とも計画期間は平成21年度～平成

23年度）など、各個別計画と整合性を図りながら、北広島市の子どもと子育て支援に関する

施策を推進するための指針となるものです。
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3　計画の期間

　次世代育成支援対策推進行動計画は、平成17年度から平成26年度までの10年間ですが、

この計画は平成21年度で終了する5年間の前期計画を引継ぐ、平成26年度までの5年間の

後期計画として策定しております。

区　　分
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

北広島市次世

繹逅ｬ支援対

�юi行動計 前期計画
：1後期計画（本計画）
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第2章子どもと子育てを取り巻く環境の現状

1　少子化の現状

（1）人ロと世帯数の推移

　市の人口は、道営北広島団地などの宅地開発が活発化した昭和45年頃から急増し、都市化

が進行しました。近年は人口増加が緩やかになり、1世帯あたりの人員は減少傾向が続いて

います。
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（資料：国勢調査、住民基本台帳）

（2）転入・転出者の状況

市内への転入者は年々減少しており、平成19年からは転出者が転入者を上回っています。
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　　〈資料：北広島市統計書〉

（3）年齢構成別人ロの推移

　人口は増加しつつも総人口に占める年少人口（0～14歳）が年々減少し、生産年齢人口（15

～64歳）は7割弱の割合で推移しており、年少人口に代わって老年人口（65歳以上）が増加

3



して少子化・高齢化が進行しています。
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（4）出生数と出生率の推移

　北海道の出生率は全国に比べて低い状況にあり、本市は北海道の中でも低く、昭和60年か

ら平成20年にかけて年々低下しています。
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（本市の数値は独自推計）
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2　産業・就業の状況

（1）産業別人ロ（15歳以上の就業者）の推移

　札幌市に隣接する立地条件から、企業の進出や住宅団地の造成など都市化が進み、第1次

産業の従事者が大幅に減少し、代わって第3次産業が増加しています。これは、女性就業者

の増加も一因となっています。

劉　． 第2次産業 第3次産業

農林水産業 鉱業・建設・製造業 電気・ガス、熱供給・水道・運輸・通信業、卸売・小売業、

�H店、金融・保険業、不動産業、サービス業、公務
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（資料：国勢調査）

（2）15歳以上就業者数の状況

　人口増に伴い就業者数の増加が見られますが、女性就業者の割合も上がっており、女性の

社会進出が伺えます。このことは保育需要の増加の一因となっています。
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（3）就業地の状況

　市民の就業地は過半数が市外であり、市内との割合は大きな変化はありませんが、他市町

村からの就業者が徐々に増えてきています。
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（4）母親の就労状況

　平成16年の調査では常勤・パートを合わせた

就労率が、就学前児童の母親で30％、小学生の

母親では55％でした。

　平成21年のニーズ調査では、就学前児童の母

親で37％、また、小学生の母親では69％と、前回

調査に比べて就労率が高くなっています。
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3　地域社会や子どもの遊び場の状況

（1）公園等の状況

　市内の公園等の整備状況は、公園が98か所117．05ha、都市緑地が119か所104．6haとな

っています。市民一人あたりの公園面積は19．13㎡、緑地は17．1㎡で、合わせて36．23㎡と

広い面積をもっています。

（平成20年3，月現在全国平均9．4㎡／人、全道平均（札幌市を除く）　34．1㎡／人）

（平成19年3月31日）

種　　別 箇所数 面積ha 種　　別 箇所数 面積ha

総合公園 1 47．80 都市林 2 11．81

街区公園 82 2！．23 広場公園 4 0．69

近隣公園 14 43．93 都市緑地 113 92．10

地区公園 1 4．09 計 217 221．65

（資料：北広島市統計書）

※総合公園：

　街区公園：

　近隣公園：

　地区公園：

　都市林：

広場公園：

都市緑地：

市民の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用を目的とする公園　標準面積10ha～50ha

主として街区内に居住する市民の利用を目的とする公園で1か所あたり標準面積0．25ha

主として近隣に居住する市民の利用を目的とする公園で1か所あたり標準面積2ha

主として徒歩圏内に居住する市民の利用を目的とする公園で1か所あたり標準面積4ha

市街地及びその周辺部で一定の面積を有する樹林地弾で、自然環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れ

るよう充分に配慮し、自然観察、散策等の利用のための施設を配置。

市街地の中心部の商業・業務系地域の施設利用者の休憩施設。駅前広場やポケットパークなど小さな広場

主として都市の自然的環境の保全等都市景観の向上を図るために設けられる緑地で1か所あたり0．1ha以

上を標準とする

（2）児童館の状況

　児童の健全な遊び場所を確保するため、平成15年度に輪厚児童センター、平成18年度に

大曲児童センターを開館しました。

平成19年度 平成20年度
区　　分

年間利用者数 1日平均 年間利用者数 1日平均
摘　要

輪厚児童センター 13，576人 44人 13，664人 45人
大曲児童センター 14，559人 47人 12，970人 42人 夢プラザ内

計 28，135人 46人 26，634人 44人

※温厚児童センターには、西部学童クラブの児童の利用も含む

（3）遊び場の状況

　平成21年ニーズ調査の結果によれば、就学前児童及び小学生の保護者では、子どもの遊び

場について強く感じることとして、「雨や大雪の日に遊べる場所がない」、「近くに遊び場がな

い」、「周辺の道路・交通が危険」「遊び場に人・遊び仲間が少ない」といった点が多くあげら
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